
魚津市告示第33号 

 

魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和３年３月22日 

 

魚津市長  村椿  晃 

 

 

 

魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、魚津市補助金等交付規則（平成２年魚津市規則第６号。

以下「規則」という。）第 21 条の規定に基づき、市内の児童福祉施設従事

者及び関係者の知識、技能等の向上に寄与するため、魚津市保育研究会（以

下「研究会」という。）が行う教育・保育研究事業に対し魚津市保育会教

育・保育研究事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、研

究会とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

研究会が行う次に掲げる事業のうち、いずれかに該当するものとする。 

（１） 研究会を構成する児童福祉施設（以下「構成児童福祉施設」とい

う。）の従事者等を対象として保育に関する研修会又は講演会を開催す

る事業 

（２） 研究会が加盟する団体が主催する研修会又は講演会に構成児童福

祉施設の従事者等を参加させる事業 

（３） 第１号に掲げる事業を実施することにより得られた研究成果を構

成児童福祉施設の従事者等に周知するための事業 

（４）  前３号に掲げるもののほか、構成児童福祉施設の従事者等の知識、

技能等の向上に資するものとして市長が適当であると認める事業 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業の実施に要する経費のうち、会議費、消耗品費、通信費、研

修費、報償費、交通費、会場費、研修参加費（前条第２号に規定する事業



に係るものに限る。）で、市長が必要であると認めるものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲

内において市長が定める額とする。 

（交付申請) 

第６条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、魚津市保育研究会

教育・保育研究事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書（補助対象経費の内訳が把握できる書類） 

（３） 魚津市保育研究会会則 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定) 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の

交付の可否を決定し、魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金交付（不

交付）決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとす

る。 

（事業計画の変更等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者 

」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ魚津市

保育研究会教育・保育研究事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様

式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 （１） 事業を変更しようとするとき。 

 （２） 事業を中止又は廃止しようとするとき。 

（概算払請求） 

第９条 補助事業者は、魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金概算払請

求書（様式第４号）により、補助金の概算払を請求することができる。 

（実績報告書) 

第10条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、魚津市保育研

究会教育・保育研究事業補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書

類を添えて、市長に報告しなければならない。 

（１） 事業実績報告書 

（２） 事業収支決算書（見込書） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、事業の成果

が交付決定内容に適合しているかを審査し、適合すると認めたときは、補



助金額を確定し、魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金額の確定通

知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた

ときは、魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金交付請求書（様式第

７号）により、補助金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払う

ものとする。 

（帳簿の整備等) 

第13条 補助事業者は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿

を整備し、関係書類とともに補助事業の完了後５年間保管しなければなら

ない。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 

 



 

 

様式第１号（第６条関係） 

   年 月 日 

魚津市長    あて 

所在地 

名称 

代表者名          

 

 年度 魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金 

交付申請書 

 

 

   年度において魚津市保育研究会教育・保育研究事業を実施

したいので、魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金      円を

交付されるよう魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金交付要綱第６条

の規定により、次の関係書類を添えて申請します。 

記 

 

１ 交付申請額             円 

 

 

２ 関係書類 

 １ 事業計画書 

 ２ 収支予算書（補助対象経費の内訳が把握できる書類） 

 ３ 魚津市保育研究会会則 

 ４ その他市長が必要と認める書類 



 

 

様式第２号（第７条関係） 

魚津市指令 第 号 

  

所在地 

名称 

代表者名          

 

年度 魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金交付 

（不交付）決定通知書 

 

   年 月 日付けで申請のあった   年度魚津市保育研究会教育・

保育研究事業補助金について、次のとおり決定したので、魚津市保育研究会

教育・保育研究事業補助金補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

   年 月 日 

 

魚津市長 

 

１ 交付します。 

 補助対象事業 魚津市保育研究会教育・保育研究事業 

 

 補助対象経費及び補助金額  

   補助対象経費            円 

   補助金額              円 

  

交付条件 

１ この補助金の対象となる事業は、   年 月 日付けで申請のあ

った   年度魚津市保育研究会教育・保育研究事業とし、その内容

については当該申請書記載のとおりとする。 

２ この補助金の執行については、魚津市補助金等交付規則及び魚津市

保育研究会教育・保育研究事業補助金交付要綱に基づき行うものとす

る。 

  ３ その他補助金の交付に付する条件 

 

２ 交付しません。 

交付しない理由 

 



 

 

様式第３号（第８条関係） 

 年 月 日 

魚津市長     あて 

 

所在地 

名称 

代表者名          

 

 

年度 魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金変更 

（中止・廃止）承認申請書 

 

 

 年  月  日付け魚津市指令 第  号で交付の決定の通知があった   

年度魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金について、下記のとおり計

画を変更（中止・廃止）したいので、魚津市保育研究会教育・保育研究事業

補助金交付要綱第８条の規定により、申請します。 

 

記 

 

１ 変更（中止・廃止）の理由 

 

２ 変更の内容（中止・廃止の場合は記載の必要なし） 

 

 

 



 

 

様式第４号（第９条関係） 

 

   年   月   日 

 

 

魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金概算払請求書 

 

 

魚津市長 あて 

補助事業者 所在地  

名称及び代表者氏名   ㊞  

 

 

請求金額   金               円 

 

年  月  日付け魚津市指令 第  号で交付決定を受けた魚津

市保育研究会教育・保育研究事業補助金について、魚津市保育研究会教育・

保育研究事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり請求します。 

なお、次の口座に振込願います。 

 

 

 

取扱金融 

機関名 

銀行 

金庫 

農協 

本店 

支店 

支所 

金融機関 

コード 

    店舗 

コード 

   

口座名義人 

(預金者名） 

フリガナ  

氏 名 
 

 

種 別 

１ 普 通 
２ 当 座 
３ その他 
  (   ) 

口座番号 

       

 

 

 



 

 

様式第５号（第10条関係） 

 年 月 日 

魚津市長     あて 

 

所在地 

名称 

代表者名          

 

 

   年度 魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金 

実績報告書 

 

 

 年 月 日付け魚津市指令 第 号で交付の決定の通知があった 

年度魚津市保育研究会教育・保育研究事業について、魚津市保育研究会教育・

保育研究事業補助金交付要綱第10条の規定により、その実績について関係書

類を添えて報告します。 

 

 

関係書類 

１ 事業実績報告書 

２ 事業収支決算書（見込書） 

３ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第６号（第11条関係） 

魚津市指令 第  号 

 

所在地 

名称 

代表者名 

 

 

   年度 魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金額の 

確定通知書 

 

 

 年 月 日付け魚津市指令 第 号で交付決定した   年度魚津

市保育研究会教育・保育研究事業補助金については、魚津市保育研究会教育・

保育研究事業補助金交付要綱第11条の規定により、交付額を金      

円に確定する。 

 

 

   年 月 日 

 

魚津市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第７号（第12条関係） 

 

   年   月   日 

 

魚津市保育研究会教育・保育研究事業補助金交付請求書 

 

 

魚津市長 あて 

補助事業者 所在地  

名称及び代表者氏名   ㊞  

 

 

請求金額   金               円 

 

    年  月  日付け魚津市指令 第  号で額の確定を受けた魚

津市保育研究会教育・保育研究事業補助金について、魚津市保育研究会教育・

保育研究事業補助金交付要綱第12条の規定により、次のとおり請求します。 

なお、次の口座に振込願います。 

 

 

 

取扱金融 

機関名 

銀行 

金庫 

農協 

本店 

支店 

支所 

金融機関 

コード 

    店舗 

コード 

   

口座名義人 

(預金者名） 

フリガナ  

氏 名 
 

 

種 別 

１ 普 通 
２ 当 座 
３ その他 
  (   ) 

口座番号 

       

 

 

 

 


